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業 務 委 託 仕 様 書 

 

第１.委託業務名 

中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託 

 

第２.履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで　 

 

第３.業務の目的 

電気事業法第３８条第４項に規定する自家用電気工作物について、同法第４３条に基づく同

法施行規則第５２条第２項の規定による保安管理業務、需要設備機器の性能維持業務、及び太

陽光発電設備の保守管理業務を受注者（以下「乙」という。）が実施することにより、自家用

電気工作物等の性能維持及び電気事故を防止することを目的とする。 

 

第４.業務場所 

春日部中学校　　春日部市粕壁四丁目４番１５号 

東中学校　　　　春日部市樋堀１８１番地１ 

豊春中学校　　　春日部市南中曽根１０７番地２ 

武里中学校　　　春日部市薄谷３番地 

大沼中学校　　　春日部市大沼六丁目７５番地 

豊野中学校　　　春日部市銚子口１３０番地 

春日部南中学校　春日部市武里中野７４６番地 

緑中学校　　　　春日部市緑町五丁目９番３８号 

大増中学校　　　春日部市上大増新田１４０番地 

葛飾中学校　　　春日部市永沼２２５０番地１ 

飯沼中学校　　　春日部市飯沼１８０番地 

江戸川小中学校　春日部市上吉妻１番地 

 

 

第５.対象電気工作物 

【電気事業法に基づく保安管理】・【太陽光発電設備の保守管理】 

別紙１のとおり 

【需要設備機器の性能維持業務】 

別紙１「「精密点検」に示すとおり 

【プール設備の電気安全管理】 

別紙１のとおり 
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第６.保守管理等の報告 
以下の関係書類を遅滞なく提出及び手続きを行うこと。 

（1）保安管理業務外部委託承認申請書、保安規程変更届出書等(契約後) 
（2）業務主任技術者届(契約後) 

（3）業務に必要な資格を証明する書類(契約後) 

（4）点検作業計画書・業務工程表(業務着手前) 

（5）点検報告書（毎月）(点検ごと) 

（6）その他関係法令等に基づく書類（適時） 

 

第７.業務内容 

【電気事業法に基づく保安管理】 

１　乙が実施する保安管理業務及びこれに伴い発注者（以下「甲」という。）が実施する業務は、

次項及び第３項を除き次の各号によるものとする。なお乙は契約締結後遅滞なく保安管理業務

を実施する者（以下、「保安業務担当者」という。）の氏名及び生年月日並びに電気主任技術

者免状の種類及び番号を甲に通知し、保安業務を自ら実施すること。 

（1）甲は、「第４.業務場所」について保安業務担当者と面接等を行い、その者が委託契約書

に基づいた保安業務担当者本人であることを確認すること。 

（2）乙の保安業務担当者は、甲の業務場所における保安管理業務を行う際に、その身分を示す

証明書を常に携帯し、甲に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが委託契約書に基づい

た保安業務担当者であることを明らかにすること。ただし、緊急の場合は、この限りでない。 

（3）乙は、「第５.対象電気工作物」に掲げる自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関す

る経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 

（4）乙は、業務場所に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工す

る場合及び工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じその

とるべき措置について甲に指示又は助言すること。 

（5）乙は、業務場所に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受

けて、「第８.電気工作物点検の頻度及び項目」に定めるところにより、工事期間中の点検

を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に指示又は助言すること。 

（6）乙は、自家用電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、

その結果を甲に報告すること。また、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事

項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について甲に指示又は助言すること。 

甲は、その記録を確認し、保安規程に定める期間保存すること。 

（7）乙は、電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、甲もしくは東京電力(株)

等より通知を受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示

を行うこと。また、事故・故障の状況に応じて、乙は臨時点検を行い、その原因が判明した

場合には、同様の事故・故障の再発させないための対策について、甲に指示又は助言を行う

こと。なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、甲に対し、電気

事故報告の作成及び手続きの指示又は助言を行うこと｡ 

（8）電気事業法第107条第３項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 

２　甲は、前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の（1）から（5）のいずれかに該当する
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電気工作物については、乙と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、

電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。これに関し、甲は、乙の監督の下に点検等を

行い、乙は、その記録の確認を行う。 

また、乙は、甲の求めに応じ、助言を行うこととする。このほか、乙は、当該電気工作物の

保安について、甲に対し指示又は助言ができるものとする。 

（1）設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な

次のアからオのいずれかに該当する自家用電気工作物 

ア 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備 

イ 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用

設備等又は特殊消防用設備等 

ウ 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械 

エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器 

オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器 

（2）設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な次のアからオのいずれかに該当す

る場所に設置される自家用電気工作物 

ア 立入に危険を伴う場所 

イ 情報管理のため立入が制限される場所 

ウ 衛生管理のため立入が制限される場所 

エ 機密管理のため立入が制限される場所 

オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所 

（3）業務場所外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 

（4）発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

３　使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第１項によるほか、甲が確認を行うも

のとする。 

 

【太陽光発電設備の保守管理】 

１　別紙４による点検項目について、毎年１回６月期を目途に点検を実施する。 

 

【需要設備機器の性能維持業務】 

１　キュービクル内の床、受配電・変電設備内の絶縁物表面等の粉じんを清掃すること。な

お、清掃等に当たっては、乾燥したウエスでの拭き取りを基本とし、細部や狭所部分につ

いてはブロアー等の併用も可能とする。前記の作業で落としきれない場合は、ウエスにア

ルコール液又はアルコールと水の混合液を浸し、これにより、付着した粉じん等をきれい

に拭き取ること。 

２　業務にあたっては、受配電・変電設備を無充電状態にし、安全に十分注意すること。 

３　停電に際しては、事前に負荷の状態を把握し、停電後検電を確実に実施して無充電を確

認した後、短絡設置器具を取付けること。 

４　作業終了後は、使用した用具、及び器具等の置き忘れ、又は接続部の緩み等がないかど

うか確認し、送電後は負荷の状態に異常がないことを確認すること。 
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【プール設備の電気安全管理】 

１　甲、または学校管理者と協議のうえ、当該プールの使用開始の半月程度前に、絶縁抵抗、接

地抵抗測定、漏電遮断器等の機能試験を実施すること。 

 

第８.電気工作物点検の頻度及び項目 

１　乙が定期的に行う点検の頻度及び点検項目は、月次点検、年次点検及び臨時点検について下

表に掲げる内容を基本とし、巡視、点検及び試験の基準及び年次点検の測定および試験の判定

基準等詳細は、別紙２「点検、測定及び試験の基準等」、別紙３「経済産業省告示に基づく需

要設備の設備条件と点検頻度」及び別に定める電気事業法第42条第１項に規定する保安規程に

よるものとする。 

（1）月次点検 ： 隔月１回 

（2）年次点検 ： 毎年１回 

（3）精密点検 ： ３年に１回 

（4）臨時点検 ： 必要の都度 

２　前項に定める年次点検には月次点検が、精密点検には年次点検が含まれるものとする。 
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【需要設備】 

・月次点検とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものである。 

・年次点検とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものである。 

・臨時点検とは、電気事故その他異常の発生したときや、異常が発生する恐れがあると判断した

ときに点検を実施するものである。 

３　「第７.業務内容 第１項」に定める甲の通知を受けて行う工事期間中の点検は、自家用電気

工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び経済産業省令で定める技

術基準への適合状況について外観点検を行うものとし、その頻度は毎週１回とする。 

４　乙は、月次点検のほか、甲に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行

い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合

しないおそれがないか、点検を行うこと。 

 

 項　目 
対象設備等

月次点検 年次点検

 <引込設備> 

区分開閉器、引込線、支持物、

ケーブル等

<外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、損傷、汚

損等の有無 

電線と他物との離隔距離の適否 

機械器具、配線の取付け状態及び過

熱の有無 

接地線等の保安装置の取付け状態 

<測定項目> 

電圧、負荷電流測定 

Ｂ種接地工事の接地線に流れる漏

えい電流測定

左記の外観点検項目に加え、

絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、

保護継電器の動作特性試験及

び保護継電器と遮断器の連動

動作試験

 〈受電設備> 

断路器、電力用ヒューズ、遮断

器、高圧負荷開閉器、変圧器、

コンデンサ及びリアクトル、避

雷器、計器用変成器、母線等

 <受・配電盤>

 <接地工事> 

接地線、保護管等

 <構造物> 

受電室建物、キュービクル式

受・変電設備の金属製外箱等

 <負荷設備> 

配線、配線器具、低圧機器等

<外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、損傷、汚

損等の有無 

電線と他物との離隔距離の適否 

機械器具、配線の取付け状態及び過

熱の有無 

接地線等の保安装置の取付け状態

左記の外観点検項目に加え、

絶縁抵抗測定、接地抵抗測定

 <蓄電池設備> <外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、損傷、汚

損等の有無 

配線の取付け状態及び過熱の有無 

<測定項目> 

蓄電池電圧測定

左記の外観点検項目に加え、

蓄電池設備のセルの電圧、電

解液の比重、温度測定
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５　年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コ

イル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、

「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の

把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル

含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。 

 

第９.停電時点検作業の対応 

１　次の設備に電気を供給する自家用電気工作物の点検に当たって、停電により設備を停止状態

にして点検を実施する場合は、学校との協議により仮設電源の供給が必要とされたときには、

乙において可搬型発電機等（燃料含む）の設置、配線の接続及び切替作業等について行うこと。 

（1）電話通信ネットワーク・サーバー、昇降機、受水槽ポンプ、消防設備、機械警備システム、

プールろ過装置(稼働期)、防災無線等 

 

第１０.絶縁監視装置の設置等 

１　低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置（以下「絶縁監視装置」という。）を別紙１

の記載に基づき次の（1）から（6）により設置すること。 

（1）乙は甲の申し出により絶縁監視装置を設置する場合は、乙の所有する絶縁監視装置を甲の

「第４.業務場所」に設置するものとする。 

（2）甲は、乙が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線などの既存の施設の利用につい

て便宜を供するものとする。 

（3）絶縁監視装置及び設置に要する費用は、原則として乙の負担によるものとする。 

（4）絶縁監視装置の保守は乙が行うものとし、その費用は乙が負担するものとする。 

（5）甲は、乙の絶縁監視装置を乙に無断で移設、取り外し、修理等を行わないものとする。 

（6）絶縁監視装置の警報を、甲の加入電話回線を利用して、乙の事業所に通報する場合の電話

料は甲が負担するものとする。 

 

第１１.絶縁監視装置の撤去 

１　乙は絶縁監視装置を（1）又は（2）の理由により協議のうえ、絶縁監視装置の契約を更改す

る場合及び、自家用電気工作物の廃止、契約満了又は合意による契約解除した場合は絶縁監視

装置を撤去するものとする。 

（1）甲の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能と

なった場合。 

（2）甲より絶縁監視装置の撤去の申し出があった場合。 

 

第１２.絶縁監視装置の運用 

１　絶縁監視装置を設置した需要設備については、警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は

50mAとする）以上の漏えい電流が発生している旨の警報を（以下「漏えい警報」という。）連

続して５分以上受信した場合又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下

同じ。）に乙は、次の(1)及び(2)に掲げる処置を行うこととする。 

（1）警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。なお、発生時に報告を行い、処置後に報告

書を提出する。(再掲) 
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（2）警報発生時の受信の記録を３年間保存する。 

 

第１３.連絡責任者等 

１　甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために乙と連絡する連絡責任

者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知すること。 

２　甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、そ

の氏名、連絡方法等を乙に通知すること｡ 

３　甲は、第１項及び前項による通知の内容変更が生じた場合は、乙に変更の内容を通知するこ

と｡ 

４　甲は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるこ

と。 

５　甲は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第１種

電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてること。 

 

第１４.甲及び乙の協力及び義務 

１　甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事

項については、すみやかに必要な措置をとること。 

２　乙は、保安管理業務を誠実に行うこと。 

 

第１５.保安業務担当者の資格等 

１　乙は、保安業務担当者に電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。 

２　保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者（以下、「保安業

務従事者」という。）に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 

３　保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を

補助させることができるものとする。 

 

第１６.記録の保存 

１　乙が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、甲、乙双方において３年間保存するも

のとします。 

 

第１７.委託料の支払い 

１　委託料の支払いは月額払いとする。 

２　電気事業法施行規則第５２条第２項の規定に基づく保安管理業務外部委託承認申請及び電気

事業法第４２条第２項の規定に基づく保安規程変更届等の初期手続きに係る費用(以下、「手続

き費用」という)については、手続きが完了した月の月額払いに加算して一括払いとする。 

３　一月あたりの支払金額は、委託料の年額を１２(月)で除した額とし、その額に１円未満の端

数が生じる場合は、最終支払月で調整する。 

 

第１８.その他 

１　業務は担当職員と充分打ち合わせの上実施すること。 

２　緊急の際に乙は、概ね２時間以内に当該校に到着すること。また、夜間・休日においても事故

発生時には、連絡が取れる体制を整えること。 

３　質疑を生じた場合は、直ちに担当職員の指示を受けること。 

４　作業を行う際は、担当職員及び学校に連絡し、必要な指示を受けること。 

５　児童生徒その他公衆に十分注意を払い、事故の防止に努めること。 

６　学校の設備等を使用する場合は、学校長の承諾を得ること。 
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第１９．法令順守 
１　電気事業法施行規則５２条～５３条の２、経済産業省告示第２４９号、主任技術者制度の運用通

達（原子力安全・保安院）に示されている事項を順守すること。 
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【業務場所・電気工作物等の設備表】 

 学  校  名 

所　在　地

需要設備 監視 
装置 
の種類

精密点検 太陽光設備

 設備容量 
(kvA)

受電電圧 
(V)

令和８ 
年度

令和９ 
年度

令和 10
年度

定格容量 
定格電圧

 
1

春日部中学校 

粕壁四丁目４番１５号
325 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
2

東中学校 

樋堀１８１番地
850 6,600

絶縁監

視装置
〇

10kw×3 
200V(三相)

 
3

豊春中学校 

南中曽根１０７番地２
300 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
4

武里中学校 

薄谷３番地
350 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
5

大沼中学校 

大沼六丁目７５番地
275 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
6

豊野中学校 

銚子口１３０番地
300 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
7

緑中学校 

緑町五丁目９番３８号
275 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
8

大増中学校 

上大増新田１４０番地
300 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
9

葛飾中学校 

永沼２２５０番地１
1125 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
10

飯沼中学校 

飯沼１８０番地
250 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
11

春日部南中学校 

武里中野７４６番地
300 6,600

絶縁監

視装置
〇

 
12

江戸川小中学校 

上吉妻１番地
225 6,600

絶縁監

視装置
〇

別紙１
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【点検、測定及び試験の基準等】 

 
電気工作物 点検、測定及び試験項目

月次 
点検

年次 
点検

精密 
点検 
※1

 

引　

込　

設　

備

区分開閉器、 

引込線、 

支持物 

及び 

ケーブル等

外観点検 ○ ○

 自己診断機能作動、ガス圧低下警報作動等確認 ○ ○

 絶縁抵抗測定（ＳＯＧ制御回路含む） ○

 接地抵抗測定 ○

 区分開閉器動作試験 ○

 保護継電器動作試験 ○

 保護継電器動作特性試験 ○

 その他　精密点検 ○

 

受　
　

配　
　

電　
　

・　
　

変　
　

電　
　

設　
　

備

断路器

外観点検 ○ ○

 刃部、電線接続部の過熱測定 ○※2

 絶縁抵抗測定 ○

 

遮断器 

高圧負荷開閉器

外観点検 ○ ○

 本体、ヒューズ、電線接続部の過熱測定 ○※2

 絶縁抵抗測定 ○

 動作試験 ○

 内部点検 ○

 保護継電器連動試験 ○

 絶縁油の点検・試験（ＯＣＢのとき） ○

 その他　精密点検 ○

 

高圧カットアウト

外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 内部点検 ○

 

保護継電器

外観点検 ○ ○

 動作試験 ○

 保護継電器動作特性試験 ○

 その他　精密点検 ○

 

電力用ヒューズ

外観点検 ○ ○

 過熱測定 ○※2

 絶縁抵抗測定 ○

 

母線

外観点検 ○ ○

 過熱測定 ○※2

 絶縁抵抗測定 ○

 

計器用変成器

外観点検 ○ ○

 過熱測定 ○※2

 絶縁抵抗測定 ○

 
避雷器

外観点検 ○ ○

 過熱測定 ○※2

別紙２
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※１ 年次点検Ｂは、特記仕様書に定める施設及び、年次点検Ａの結果、さらに詳細・細部の点検測定を要す

ると認められた場合、もしくは経年・メーカー推奨間隔を勘案して実施するものとする。 

※２ 過熱の測定は放射温度計により非接触で行うこと。 

※３ メーカー点検を標準とする。

 特性診断 ○

 

変圧器

外観点検 ○ ○

 電圧及び２次電流測定 ○

 温度測定（本体） ○

 過熱測定（１次２次接続部） ○※2

 Ｂ種接地線、漏洩電流測定 ○※3

 絶縁抵抗測定 ○

 絶縁油の点検・試験 ○

 コンデンサ 

及び 

リアクトル

外観点検 ○ ○

 過熱測定 ○※2

 絶縁抵抗測定 ○

 受電盤 

及び 

配電盤

外観点検 ○ ○

 過熱測定 ○※2

 絶縁抵抗測定 ○

 受変電室建物及び 

キュービクル式受変電

設備の外箱

外観点検 ○ ○

 接地線及び 

設置装置

外観点検 ○ ○

 接地抵抗測定 ○

 負

荷

設

備

配線、 

配線機器、 

低圧機器等

外観点検 ○ ○

 漏洩電流測定 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 接地抵抗測定 ○

 非

常

用

予

備

発

電

装

置

原動機、 

発電機、 

始動装置等

外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 接地抵抗測定 ○

 保護継電器動作特性試験 ○

 遮断器等連動試験 ○

 自動始動及び停止試験 ○ ○

 
運転中の発電電圧及び周波数（回転数）の異常の

有無
○ ○

 蓄

電

池

設

備

蓄電池

外観点検 ○ ○

 蓄電池電圧測定 ○ ○

 セルの電圧測定 ○

 
電解液の比重及び温度測定 ○



12

 

経済産業省告示に基づく需要設備の設備条件と点検頻度 

 

１.次の（1）から（5）までの設備条件のすべてに適合する設備容量が１００キロボルトアンペア以

下（小規模高圧需要設備を除く。）のもの又は低圧受電の需要設備については、隔月１回以上 

（1）構外にわたる高圧電線跡がないもの 

（2）柱上に設置した高圧変圧器がないもの 

（3）高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く。）に可燃性絶縁油を使用してい

ないもの 

（4）保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡

遮断器が設置されているもの 

（5）責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受

電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成

器がないもの 

２.上記１に適合する需要設備であって、かつ、次の（1）から（3）までのすべての設備条件に適合

するものについては、３か月に１回以上 

（1）受電設備がキュービクル式であるもの（屋内に設置するものに限る。） 

（2）蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの 

（3）引込施設に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置してあるもの 

３.上記１の（1）から（5）までの設備条件全てに適合する信頼性の高い設備※であって、絶縁監視

装置を設置している需要設備については、隔月１回以上 

４ 上記１、２及び３以外の需要設備にあっては、毎月１回以上 

 

※ 信頼性の高い設備の要件 

信頼性の高い需要設備の条件とは、次の１から５までの要件のすべてに適合する需要設備とします。 

１.構外にわたる高圧電線路がないもの 

２.柱上に設置した高圧変圧器がないもの 

３.高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く。）に可燃性絶縁油を使用していないもの 

４.保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が

設置されているもの 

５.責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認

用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの 

別紙３



13

【太陽光発電設備の保守管理】 

１　パワーステーショナ 

（1）取付・配線状況の確認について 

系統１（ＰＳＯＰ-ＮＴＲ2110　製造番号：ＮＶＭ09112064）） 

系統２（ＰＳＯＰ-ＮＴＲ2010　製造番号：ＮＶＳ08Ｄ112008） 

系統３（ＰＳＯＰ-ＮＴＲ2010　製造番号：ＮＶＳ08Ｄ112009） 

 

（2）絶縁抵抗測定について 

（直流回路） 

判定基準 

直流回路：開放電圧が３０Ｖ以上のものは１０００Ｖの絶縁抵抗計で０.４ＭΩ以上であ　

ること。 

測定範囲 

直流回路において対地間はＰ-Ｅ間を測定する。 

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 

外　観

筺　体 

(箱容器)
目視確認

腐食がないこと 

雨水の侵入がないこと 

換気状態に問題がないこと 

取付金具・締付部品の脱落がないこと

 
塗　装 目視確認

塗装が剥げてないか 

塗装の斑がないこと

 
表　示 動作確認

表示灯が切れてないこと 

モニター表示に異常がないこと

 接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 

外　観

筺　体 

(箱容器)
目視確認

腐食がないこと 

雨水の侵入がないこと 

換気状態に問題がないこと 

取付金具・締付部品の脱落がないこと

 
塗　装 目視確認

塗装が剥げてないか 

塗装の斑がないこと

 接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 

外　観

筺　体 

(箱容器)
目視確認

腐食がないこと 

雨水の侵入がないこと 

換気状態に問題がないこと 

取付金具・締付部品の脱落がないこと

 
塗　装 目視確認

塗装が剥げてないか 

塗装の斑がないこと

 接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと

別紙４



14

系統：１、系統：２、系統：３ 

※判定基準は「電気設備の技術基準」第５８条による 

（交流回路） 

判定基準 

交流回路：電圧が３００Ｖ以下は５００Ｖの絶縁抵抗計で０.２ＭΩ以上であること。 

測定範囲 

交流回路において対地間を測定する。 

系統：１、系統：２、系統：３ 

※判定基準は「電気設備の技術基準」第５８条による。 

 

（3）開放電圧測定について 

判定基準 

パワーコンデイショナの入力電圧が５００Ｖ未満であることを確認する。 

系統：１、系統：２、系統：３ 

 

（4）相間電圧測定について 

系統：１、系統：２、系統：３ 

※判定基準は「電気事業法施行規則」第４４条による。 

※系統電圧が２２２Ｖに近い場合はパワーコンデイショナの電力上昇抑制機能が働き、出力

を抑制してしまうため電力会社と協議が必要となる。 

 測定箇所（1000Ｖメガ－使用） 判定基準

 １ アレイ１（＋）～ パワーコンデイショナ（Ｅ） ０.４ＭΩ以上

 ２ アレイ２（＋）～ パワーコンデイショナ（Ｅ） ０.４ＭΩ以上

 ３ アレイ３（＋）～ パワーコンデイショナ（Ｅ） ０.４ＭΩ以上

 ４ アレイ４（＋）～ パワーコンデイショナ（Ｅ） ０.４ＭΩ以上

 測定箇所（1000Ｖメガ－使用） 判定基準 備　考

 パワーコンデイショナ ～ 連係ブレーカー ０.２ＭΩ以上 Ｕ-Ｅ

 パワーコンデイショナ ～ 連係ブレーカー ０.２ＭΩ以上 Ｖ-Ｅ

 パワーコンデイショナ ～ 連係ブレーカー ０.２ＭΩ以上 Ｗ-Ｅ

 アレイ箇所

 アレイ１（ＤＳ１）

 アレイ２（ＤＳ２）

 アレイ３（ＤＳ３）

 アレイ４（ＤＳ４）

 測定相 判定基準

 Ｕ-Ｅ ２０２Ｖ±２０Ｖ

 Ｖ-Ｅ ２０２Ｖ±２０Ｖ

 Ｗ-Ｅ ２０２Ｖ±２０Ｖ
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（5）接地確認について 

系統：１ 

系統：２、系統：３ 

 

（6）連系保護リレー接地確認について 

パワーステーションの整定値の確認（系統：１、系統：２、系統：３） 

※(　 )内はパワーコンデイショナの設定コードを表示 

 

（7）パワーコンデイショナ運転後の確認について 

外部停止信号確認 

ＯＶＧＲ停止信号：　　　　　使用（ａ接点／ｂ接点）　・未使用 

判定基準：ＯＶＧＲ停止信号及び外部停止信号を受信した際、パワーコンデイショナが

停止することを確認すること。 

停止時の確認 

判定基準：①連系用ブレーカを遮断し、停電状態をつくりパワーコンデイショナが停止す

ることを確認すること。 

②停復帰後、保護時間（電力協議値）経過後、パワーコンデイショナが運転す

ることを確認すること。 

※ 複数台パワーコンデイショナが連系されている場合、全台が停止すること。 

 測定相 電圧(Ｖ) 判　　定　　基　　準

 Ｕ-Ｅ
対地電圧判定基準 

※対地電圧に関してはＶ相が接地されていることを確認する
 Ｖ-Ｅ

 Ｗ-Ｅ

 測定相 点　  検　  内　  容

 Ｕ-Ｅ
対地電圧判定基準 

※対地電圧に関してはＶ相が接地されていることを確認する
 Ｖ-Ｅ

 Ｗ-Ｅ

 項目名 整定値 整定時間

 ＯＶＲ（Ｆ10）（Ｆ12） ２３０Ｖ １.０秒

 ＵＶＲ（Ｆ11）（Ｆ12） １６０Ｖ １.０秒

 ＯＦＲ（Ｆ13）（Ｆ15） ５１.０Ｈｚ １.０秒

 ＵＦＲ（Ｆ14）（Ｆ15） ４９.０Ｈｚ １.０秒

 単独運転検出（Ｆ20）（受動） ５° ０.５秒（固定）

 単独運転検出（能動） １.４Ｈｚ(固定) ０.８秒(固定)

 電圧上昇抑制（Ｆ19） ２２２Ｖ

 保護保持時間（Ｆ62） ３００秒
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２　計測装置について 

（1）外観検査等 

 

（2）各種設定・動作確認 

 

３　連系盤について 

（1）外観検査等 

 

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 

本　体

外　観

動作確認

損傷・部品の脱落がないこと

 
稼動状況

通常ディスプレイ表示を連続的に表示している

こと

 
配　線 外　観 目視確認

正しく接続されていること 

ケーブルに損傷がないこと

 

接地環境 接地状態 目視確認

水平な位置に設置されていること 

接地場所が５０℃以上でないこと 

結露がないこと

 接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 

動作状態

ソフトウエア

目視確認

計測用ソフトが常に起動していること 

表示用ソフトが自動的に起動すること

 
稼動状況

パソコンの稼動Ｊ状態並びに計測データを正常

に取得していること

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 
筺　体 

(箱容器)
外　観 目視確認

腐食がないこと 

雨水の侵入がないこと 

取付金具・締付部品の脱落がないこと

 
塗　装 外　観 目視確認

塗装が剥げてないか 

塗装の斑がないこと

 
内部機器 外　観 動作確認

遮断器で確実に電源を遮断できていること 

ケーブルの損傷がないこと

 接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと
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４　日射計について 

（1）外観検査等 

 

５　気温計について 

（1）外観検査等 

 

６　表示装置について 

（1）外観検査等 

 

（2）各種設定・動作確認 

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 

本　体

外　観 目視確認
腐食がないこと 

破損・部品の脱落がないこと

 

受感部状態 目視確認

受感部ガラスの汚れがないこと 

ガラスドームが傷（特に曇り状態）、割れがな

いこと

 配　線 外　観 目視確認 配線ケーブルに損傷がないこと

 設置環境 設置状態 目視確認 陰ができていないこと

 接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 

本　体
外　観 目視確認

腐食がないこと 

破損・部品の脱落がないこと

 受感部状態 目視確認 放熱シールド部分に汚れが付着してないこと

 配　線 外　観 目視確認 配線ケーブルに損傷がないこと

 設置環境 設置状態 目視確認 散水装置等による水がかからないこと

 接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 
本　体 外　観 目視確認

腐食がないこと 

破損・部品の脱落がないこと

 配　線 外　観 目視確認 配線ケーブルに損傷がないこと

 
設置環境 設置状態 目視確認

設置場所が 50℃以上でないこと 

結露がないこと

 点検対象 点検項目 点　  検　  内　  容

 動作状態 稼動状況 目視確認 正常に表示がされていること
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【太陽光発電設備主要構成機器】 

 

太陽電池

仕様 32.736ｋｗ

 
メーカ 元旦ビューティー工業(株)

 
形式 NSSⅡ-PVP62AK

 
数量 528 枚

 

パワーステーショナ

仕様 三相３線式Ｖ相接地

 
メーカ (株)荏原電産

 
形式

PSOP-NTR2110　1台（マスター） 

PSOP-NTR2010v　2台（スレーブ）

 

計測装置

仕様 各種データを収集及びパワーコンデイショナを監視

 
メーカ (株)荏原電産

 
形式 PSOP-EDKU

 
数量 １式

 

連系盤

仕様 ３回路連系盤　三相/屋外

 
メーカ (株)荏原電産

 
数量 １面

 

日射計

仕様 0-10ｍV

 
メーカ (株)プリード

 
形式 CMP-3

 
数量 １台

 

気温計

仕様 Pt100Ω

 
メーカ (株)プリード

 
形式 PRS-120S

 
数量 １台

 

表示装置

構造 屋内壁掛 40型ディスプレイ

 
メーカ ソニー(株)

 
形式 KDL+40HX720

 
数量 １台


